
第４回　幹事会　議事録

１．日　時　２０２３年７月１９日（水）午前１２時００分～午後１時００分
１．場　所　Ｚｏｏｍミーティング
１．出席幹事　
幹事総数　　　　　　　　　８５名
出席幹事の数　　　　　　　２７名
委任状による出席幹事の数　３４名
合計　　　　　　　　　　　６１名（重複あり）

　上記のとおり定足数に足る幹事の出席があったので，本幹事会は適法に成立し，幹事長岩本朗は本幹事会の議長として副幹事長溝上絢子を指名した。議長は，開会を宣し，直ちに議案の審議に入った。

【議事の内容】

１　　７５期幹事予定者　オブザーバー参加について【決議】
　　　７５期の幹事が退会した。新たな幹事として榧野会員を次回の総会で選任する予定であるが、それまで幹事予定者として幹事会にオブザーバーという形で参加していただこうと考える。

かかる議題について承認することについて，別段の異議なく賛成多数で可決された。
　
２　　定時総会（９月総会）開催の件【決議】
　　　９月２８日１８時～　大阪弁護士会館１００１・１００２会議室
　　　　
３　　２０２３年度予算承認の件【決議】

足立副幹事長：
収入の部は、繰越金額が２４，１５０，０４７円、会費の収入１０００万円は例年通り。現在８１２万円を収めてもらっている。特別拠出金はお願いしないということで予算は０としているが、実際には現時点までで収入が２７万円ある。
支出の部は、前年度の執行状況より少し少なめになっている。
　広報委員会は会報の部分が増額になっているが、これは従前の業者の対応品質が不十分であり、業者を変えるため。
　親睦委員会は新人歓迎旅行を２回実施しているが、今年は１回なのでその分減額。
委員会活性化費が設けられて、昨年度は年度途中から実施だが、本年度は１年間補助の対象になるので、増額になっている。

幹事長：
赤字の予算組になっている。もっとも、今年度は特別拠出金のお願いをしなかったこともあり、赤字になることは想定済み。

かかる議題について承認することについて，別段の異議なく賛成多数で可決された。

４　　次年度大弁副会長推薦立候補届出と候補者の意見を聞く会開催（７月２６日）の件
　　　７月２６日　１３時～　大阪弁護士会館９２０会議室＋zoom

選考委員長：
松井淑子会員から届出があり、意見書も提出された。ハイブリッド開催であるが、ぜひリアル参加いただければと思う。

５　　いわゆる谷間の世代の会費減額措置の期間延長に関する検討結果の報告

幹事長：
正副幹事長会で検討した結果、６５期の多くが減額なしの２万円を納付してくれている事実もあること等から、延長しない方針としたい。
参加者からは、特に異議は述べられなかった。

６　各種委員会からの活動報告
（１）政策委員会（委員長：松井淑子）資料２
インボイスの研修。現在ｚｏｏｍでの申込者が１００名ほど。春秋会からの参加は５分の１くらいだった。インボイスは重要な協同組合のインボイス研修にも参加されたら良いと思う。
第２弾、シンポジウム会開催決定。１月２３日（仮題）ＡＩと憲法。
第３弾は１０月３０日に決定。企画は検討中。

（２）広報委員会（委員長：松尾洋輔）資料３
７月号を発行した。長く連載していた古典芸能よもやま話が終了した。
秋号の企画を検討している。
特集１はウェブ裁判。アンケートをとっているので、回答いただければ参考にする。
特集２は東北復興の今。視察、取材旅行を行う。復興記念館を見学する予定。

（３）研修委員会（委員長：今井力）資料４
靴磨き研修は好評だった。
今後の予定としては、刑事弁護研修。捜査が中心。
映画「プリズン・サークル」の上映企画。

（４）親睦委員会（委員長：西田敦）資料５
８月２日にビアパーティーを若手会と共催で開催する。６５名定員全て埋まった。
宝塚観劇イベントが１０月２１日。
ワインの夕べは１１月に開催する。
１月２９日　副会長就任祝い＆新人歓迎会。

（５）若手会（西祐亮副幹事長）資料６
　６月９日浦先生が講師を務め、破産研修をした。懇親会も盛況だった。破産研修２回目は８月２４日に決定。
　屋形船を１０月頃に実施。詳細は検討中
ビアパーティーは親睦会から報告があったとおり共催で開催。

７　大弁会務報告（副会長：高江俊名）資料７
（１）行事
　　　７月８日、憲法週間記念連続シンポが行われた。リアル参加者８０名、オンライン２００名と多くの方に集まってもらった。
（２）会長声明
　　　６月２８日物価の上昇に応じた最低賃金の引き上げを求める会長声明を出した。しかし、賃金の引き上げは中小零細企業のコスト負担にもなるし、大阪の最低賃金は１０００円を超えている。そこで大阪では、他の弁護士会の多くが「大幅な引き上げ」としているところを、「物価の上昇に応じた」にとどめた。

Ａ会員：
物価の上昇の限度では当たり前すぎる。経済界ですら、賃金を上げないといけないと言っている。貧困生活再建本部から異論はなかったのか。
高江副会長：
異論はなかったと思う。

幹事長：FATFの報告の提出状況はどうなっているのか。
[bookmark: _GoBack]高江副会長：各会派の集計があがってきて、これから督促するところ。春秋会は未提出が多いので、提出にご協力いただきたい。

８　各種行事の案内
　　８月２日　１８時３０分～　ビアパーティー

９　その他
次回（第５回）幹事会は８月２３日（水）です。
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